
又は事業所 設けて

額 金額 です。金等の額

＊ 令和７年４月１日以後に開始する事業年度から外形標準課税の対象法人が拡大しています。詳細については、
　 次頁及び高知県税務課ホームページをご覧ください。
・ 特定卸供給事業の税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額をいい、地方税法等で特別の定めをしている場合を除き、 
法人税の計算の例によって行います。

（参考）平成22年９月30日までに解散した法人の清算所得に対する課税
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